
平
成
二
十
年
一
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

二

三

号

『
難
民
認
定
行
政
』
と
難
民
認
定
申
請
者
の
保
護
と
人
権
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

保

坂

展

人
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『
難
民
認
定
行
政
』
と
難
民
認
定
申
請
者
の
保
護
と
人
権
に
関
す
る
質
問
主
意
書

参
議
院
法
務
委
員
会
は
平
成
十
六
年
四
月
十
五
日
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る

附
帯
決
議
」
を
可
決
し
、
「
難
民
認
定
に
関
す
る
各
種
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
運
用
状
況
を
勘
案
し
つ
つ
三
年
後
を
目
途
に
検

討
を
行
う
こ
と
」
を
決
議
し
て
い
る
。
本
年
は
施
行
三
年
目
に
あ
た
り
、
新
た
な
難
民
認
定
制
度
の
検
証
を
行
う
と
の
趣
旨
か

ら
、
以
下
政
府
（
法
務
省
）
に
対
し
、
質
問
す
る
。
一
問
一
問
丁
寧
か
つ
具
体
的
に
答
弁
さ
れ
た
い
。

一

平
成
十
九
年
九
月
十
三
日
提
出
の
質
問
第
一
八
号
に
対
す
る
平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日
付
け
の
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一

六
八
第
一
八
号
）
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
以
前
に
受
理
さ
れ
、
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
時
点
で
難
民
認

定
申
請
に
係
る
処
分
の
告
知
を
行
っ
て
い
な
い
難
民
認
定
申
請
の
件
数
は
三
十
九
件
で
あ
り
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
以
前

に
提
出
さ
れ
た
難
民
不
認
定
処
分
に
係
る
異
議
申
立
て
の
う
ち
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
時
点
で
決
定
の
告
知
を
行
っ

て
い
な
い
件
数
は
四
十
七
件
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
八
十
六
件
に
つ
い
て
お
た
ず
ね
す
る
。

�

そ
の
う
ち
、
平
成
十
九
年
十
月
末
時
点
で
処
分
ま
た
は
決
定
の
告
知
に
至
っ
て
い
な
い
件
数
は
何
件
あ
る
か
。

�

通
常
、
難
民
調
査
で
は
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
申
請
ま
た
は
異
議
申
立
て
に
対
し
て
は
、
申
請
者
に
再
度
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
に
も
と
づ
く
外
部
機
関
へ
の
照
会
、
と
り
わ
け
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
（
国
際
連
合
難
民
高
等
弁
務
官

一



事
務
所
）
な
ど
専
門
機
関
へ
の
照
会
、
出
身
国
情
報
の
収
集
と
共
有
な
ど
が
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
。
前
記
八
十
六
件
の
う

ち
、
再
度
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
件
数
は
何
件
あ
る
か
。

�

同
じ
く
、
外
部
機
関
へ
の
照
会
お
よ
び
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
に
意
見
を
求
め
た
件
数
は
何
件
あ
る
か
。

�

出
身
国
情
報
を
あ
ら
た
に
入
手
し
た
件
数
は
何
件
あ
る
か
。
ま
た
、
そ
の
情
報
は
翻
訳
さ
れ
て
い
る
か
。

二

前
記
答
弁
書
の
「
四
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
回
答
に
関
連
し
て
、
さ
ら
に
質
問
す
る
。

�

「
関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
し
た
」
と
あ
る
が
、
具
体
的
に
何
を
さ
れ
た
か
回
答
さ
れ

た
い
。

�

公
開
に
あ
た
っ
て
判
例
集
を
参
照
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
判
例
集
の
表
題
、
出
版
年
、
出
版
社
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
に
参
照
さ
れ
た
文
献
が
あ
れ
ば
、
そ
の
文
献
名
、
出
版
年
、
出
版
社
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
難
民
再
審
査
審
判
所
（R

efugee
R
eview

Tribunal

）
も
、
審
査
の
決
定
書
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
公
開
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
決
定
書
に
お
け
る
個
人
の
特
定
に
つ
な
が
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
「
審
判
所
は
、
申

請
者
ま
た
は
申
請
者
の
親
戚
ま
た
は
被
扶
養
者
の
特
定
に
つ
な
が
る
文
言
を
公
表
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い

る
（
一
九
五
八
年
移
民
法
第
四
三
一
条
第
二
項
）
。
こ
の
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
冊
子

二



『
難
民
認
定
行
政
』
発
行
前
に
そ
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
こ
と
を
検
討
さ
れ
た
か
。

�

難
民
不
認
定
処
分
理
由
の
公
表
に
あ
た
っ
て
、
告
知
を
受
け
た
申
請
者
に
、
開
示
の
承
諾
を
得
た
か
。

�

冊
子
『
難
民
認
定
行
政
』
で
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
人
民
党
に
所
属
し
て
い
た
と
主
張
す
る
一
人
の
パ
キ
ス
タ
ン
人
の
不
認

定
理
由
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
申
請
者
が
刑
事
事
件
に
か
か
わ
っ
て
係
属
し
た
裁
判
所
で
あ
る
松
山
地
裁
と

高
松
高
裁
の
名
称
も
そ
の
ま
ま
記
さ
れ
実
刑
を
受
け
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
パ
ス
ポ
ー
ト
に
記
載
さ
れ
た
出
入
国

日
、
ま
た
記
載
か
ら
裁
判
に
係
属
し
た
お
お
よ
そ
の
時
期
、
同
冊
子
発
行
時
点
で
訴
訟
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
記
さ
れ

て
い
る
。

二
〇
〇
一
年
以
降
、
松
山
地
裁
と
高
松
高
裁
に
刑
事
事
件
が
係
属
し
た
後
、
実
刑
に
服
し
、
送
還
の
準
備
と
し
て
法
務

省
入
国
管
理
局
の
収
容
施
設
に
収
容
さ
れ
た
パ
キ
ス
タ
ン
人
は
何
名
い
る
か
。

�

ま
た
、
こ
の
申
請
者
の
刑
事
事
件
は
、
新
聞
で
報
道
さ
れ
、
申
請
者
の
実
名
が
新
聞
に
報
道
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
新
聞

記
事
情
報
は
、
前
記
の
裁
判
所
名
と
「
パ
キ
ス
タ
ン
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
使
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
か
ら
検
索
で

き
、
申
請
者
の
実
名
に
容
易
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
。
『
難
民
認
定
行
政
』
発
刊
前
に
、
開
示
す
る
情
報
か
ら
、

そ
の
人
物
が
特
定
さ
れ
る
可
能
性
が
な
い
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
新
聞
記
事
検
索
を
試
行
し
た
か
。

三



�

『
難
民
認
定
行
政
』
は
全
文
が
日
本
語
版
と
英
語
版
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
表
さ
れ
て
お
り
、
理
論
的
に
は
、

日
本
語
を
読
め
な
く
と
も
、
世
界
中
か
ら
い
つ
で
も
こ
の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
。

現
在
、
パ
キ
ス
タ
ン
政
府
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
人
民
党
の
活
動
を
大
き
く
制
限
し
、
注
視
し
て
い
る
。

法
務
省
は
、
こ
の
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
開
示
し
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、
な
ん
ら
か
の
意
図
を
持
っ
た
人
物
か

ら
申
請
者
が
特
定
さ
れ
る
可
能
性
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
法
務
省
は
そ
の
可
能
性
は
な
い
と
考
え
て
い
る
の

か
。

右
質
問
す
る
。

四


